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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
扉に設けられた長尺状の錠箱と、この錠箱内に設けられ、操作手段の操作力又は／及び駆
動源の駆動力により施錠方向及び解錠方向へ回動するダルマと、このダルマの回動に基づ
いて錠箱から直線的に進退動するデッドボルトと、錠箱内に設けられかつ錠前の施・解錠
状態を検出する検出装置とを含む建具用錠前に於いて、
前記検出装置は、前記デッドボルトの付近に設けられた支軸に回転自在に配設されたテコ
式スイッチ片と、このテコ式スイッチ片の回転態様により前記錠前の施・解錠状態を検出
するフォトセンサーとから成り、前記テコ式スイッチ片は、その長片部分の先端部が遮蔽
状態に接近乃至離れて該遮蔽状態を解消するように、一方、その短片部分の端部が前記デ
ッドボルトに設けられた当り部と押圧状態で係脱するように中間部寄りの部位が前記支軸
に軸支され、さらに該検出装置は、前記テコ式スイッチ片の長片部分の先端がフォトセン
サーから離れる方向へ付勢する復帰バネを含むことを特徴とする建具用錠前。
【請求項２】
扉に設けられた長尺状の錠箱と、この錠箱内に設けられ、操作手段の操作力又は／及び駆
動源の駆動力により施錠方向及び解錠方向へ回動するダルマと、このダルマの回動に基づ
いて錠箱から直線的に進退動するデッドボルトと、錠箱内に設けられかつ錠前の施・解錠
状態を検出する検出装置とを含む建具用錠前に於いて、
前記検出装置は、前記ダルマに連動して錠箱の上下方向に直線移動するスライド片の付近
に設けられた支軸に回転自在に配設されたテコ式スイッチ片と、このテコ式スイッチ片の
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回転態様により前記錠前の施・解錠状態を検出するフォトセンサーとから成り、前記テコ
式スイッチ片は、その長片部分の先端部が遮蔽状態に接近乃至離れて該遮蔽状態を解消す
るように、一方、その短片部分の端部が前記スライド片に設けられた当り部と係脱するよ
うに中間部寄りの部位が軸支され、さらに該検出装置は、前記テコ式スイッチ片の長片部
分の先端がフォトセンサーから離れる方向へ付勢する復帰バネを含むことを特徴とする建
具用錠前。
【請求項３】
請求項２に於いて、スライド片（４５）は、ダルマの半径外方向に延びる駆動腕に連係手
段（４６）を介して連結され、前記駆動腕によって長尺状の錠箱（４）の後壁に沿って移
動可能であることを特徴とする建具用錠前。
【請求項４】
扉に設けられた長尺状の錠箱と、この錠箱内に設けられ、操作手段の操作力又は／及び駆
動源の駆動力により施錠方向及び解錠方向へ回動するダルマと、このダルマの回動に基づ
いて錠箱から直線的に進退動するデッドボルトと、錠箱内に設けられかつ錠前の施・解錠
状態を検出する検出装置とを含む建具用錠前に於いて、
前記検出装置は、前記ダルマに歯車体と案内部材を介して連動して錠箱の斜め方向に直線
移動するスライド片の付近に設けられた支軸に回転自在に配設されたテコ式スイッチ片と
、このテコ式スイッチ片の回転態様により前記錠前の施・解錠状態を検出するフォトセン
サーとから成り、前記テコ式スイッチ片は、その長片部分の先端部が遮蔽状態に接近乃至
離れて該遮蔽状態を解消するように、一方、その短片部分の端部が前記スライド片に設け
られた当り部と係脱するように中間部寄りの部位が軸支され、さらに該検出装置は、前記
テコ式スイッチ片の長片部分の先端がフォトセンサーから離れる方向へ付勢する復帰バネ
を含むことを特徴とする建具用錠前。
【請求項５】
請求項４に於いて、デッドボルトを施錠方向へ突出させる駆動源は、錠箱に内装された駆
動バネ（７０）であり、前記ダルマ（１３Ａ）が、前記操作部材の操作力により施錠方向
へ回転し始めた初期動作時に、該ダルマと共働する前記摺動部材（６１）のラック板（６
１ａ）の位置変位を介して前記長尺状の錠箱（４）に設けたロック機構（６０）を構成す
るストッパレバー（６２）によるロック状態が解かれると、以後、前記ダルマは、前記駆
動バネ７０の付勢力により自動的に施錠方向へと回動することを特徴とする建具用錠前。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は建具用錠前に関し、特に、施錠状態、解錠状態、連続解錠状態等の状態信号を
検出する検出装置を備えた建具用錠前に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１の図８には、「電気錠の駆動箱に回動可能に支承された駆動軸に、センサー
用識別部を有する回転板を一体的に設け、一方、前記回転体の外面に対して配設され、か
つ前記センサー用識別部の位置状態を検出するフォトセンサーを備えているセンサー支持
体を駆動箱内に固定し、前記駆動箱内或いは駆動箱外の箇所に前記フォトセンサーから出
力された検知信号を取得して前記駆動モータを駆動制御する制御部を設けた電気錠の駆動
軸駆動機構の制御装置」が記載されている。
【０００３】
　この特許文献１は、出願人が次の理由から貴庁に提案したものである。すなわち、電気
錠の施・解錠状態（具体的には、デッドボルトの位置、サムターン摘みのポジション位置
等）を検知する場合に於いて、接触型スイッチの可動接片を用いる方式は、安定した位置
検出及び駆動箱内の省スペース化を両立するという発明の課題を十分に達成することがで
きないことから、駆動モータ用の駆動停止信号を安定的に取得する、駆動箱内の省スペー
スを有効的に活用する、駆動箱内へセンサーを容易に組込みこむことができる等の諸問題
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を十分に解決することである。
【０００４】
　ところで、建具用錠前の錠箱は、例えば扉の自由端部に取り付けられるので、普通一般
に上下方向に長く、扉の前後方向の幅は非常に狭い。そして、この長尺状錠箱の内部空間
には、例えば電気錠であれば、駆動源としての駆動モータ、電気錠用プリント基板、動力
伝達手段、クラッチ機構、錠前の施・解錠に関する状態信号検出装置、ダルマ、デッドボ
ルト等の施・解錠機構を構成する各部材や部品を組み込むので、内部空間を有効的に活用
することが求められる。そこで、現在、この種の錠箱が、普通一般に前後方向の幅が狭く
、内部空間に余裕がないことを前提として、前記状態信号検出装置の工夫が要望されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－２２１６９０号公報の図８
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本願発明の所期の目的は、内部空間の前後方向の幅に比較的余裕がない長尺状錠箱に検
出装置を組み込むことができると共に、該検出装置は、直線移動する部材の当り部を利用
して錠前の状態信号を取得することができ、かつスイッチ片の長片部分の先端部の位置変
位の範囲を拡大して錠前の状態信号を確実に取得することができることである。第２の目
的は、フォトセンサーに対して、スイッチ片が確実に接近乃至離れることである。加えて
、極力、部品点数を少なくすると共に、内部空間の所望する箇所にスイッチ片を配設する
ことができることである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の建具用錠前は、扉に設けられた長尺状の錠箱と、この錠箱内に設けられ、操作
手段の操作力又は／及び駆動源の駆動力により施錠方向及び解錠方向へ回動するダルマと
、このダルマの回動に基づいて錠箱から直線的に進退動するデッドボルトと、錠箱内に設
けられかつ錠前の施・解錠状態を検出する検出装置とを含む建具用錠前に於いて、前記検
出装置は、前記デッドボルトの付近に設けられた支軸に回転自在に配設されたテコ式スイ
ッチ片と、このテコ式スイッチ片の回転態様により前記錠前の施・解錠状態を検出するフ
ォトセンサーとから成り、前記テコ式スイッチ片は、その長片部分の先端部が遮蔽状態に
接近乃至離れて該遮蔽状態を解消するように、一方、その短片部分の端部が前記デッドボ
ルトに設けられた当り部と押圧状態で係脱するように中間部寄りの部位が前記支軸に軸支
され、さらに該検出装置は、前記テコ式スイッチ片の長片部分の先端がフォトセンサーか
ら離れる方向へ付勢する復帰バネを含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
（ａ）請求項１に記載の発明は、フォトセンサーを用いたので、内部空間の前後方向の幅
に比較的余裕がない長尺状の錠箱に、建具用錠前の状態信号を取得することができ検出装
置を組み込むことができると共に、スイッチ片の長片部分の先端の移動する範囲を拡大さ
せて、前記状態信号を確実に取得することができる。また、スイッチ片の重心や形状に捉
われず、該スイッチ片の形状を自由に設計してスイッチ片を確実に開閉させることができ
る。加えて、極力、部品点数を少なくすることができる。
（ｂ）請求項２に記載の発明は、ダルマに連動して直線移動するスライド片を利用して信
号を検出することができるので、検出装置を設置する箇所がデッドボルトの付近のみに限
定されない。つまり、内部空間の所望する箇所にスイッチ片を配設することができる。請
求項３に記載の発明も同様である。
（ｃ）請求項４に記載の発明も、請求項２に記載の発明と同様に内部空間の所望する箇所
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にスイッチ片を配設することができる。
（ｄ）請求項５に記載の発明は、デッドボルトを施錠方向へ突出させる場合に於いて、駆
動源として付勢手段を利用した錠前にも適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
　図１乃至図５は本発明の第１実施形態を示す各説明図。図６乃至図１７は、本発明の第
２実施形態から第７実施形態までの各説明図。
【図１】本発明の主要部を適用した電気錠の概念図。
【図２】施錠状態の概略説明図。
【図３】解錠状態の概略説明図。
【図４】検出装置Ｙの主要部を分解的に示した概略説明図。
【図５】解錠状態から施錠状態になった場合の概略説明図。
【図６】第２実施形態の図２と同様の図。
【図７】第３実施形態の図３と同様の図。
【図８】第４実施形態の施錠状態の説明図。
【図９】第５実施形態の施錠状態の説明図。
【図１０】第６実施形態の施錠状態の説明図。
【図１１】第７実施形態の解錠状態の説明図（正面視側）。
【図１２】第７実施形態の解錠状態の説明図（背面視側）。
【図１３】正面視側からの概略説明図（施錠状態）。
【図１４】摺動部材のラック板とストッパレバーとの位置関係を示す概略説明図。
【図１５】ダルマと摺動部材のラック板との噛合状態及びストッパレバーの先端部がラッ
ク板から離れた状態を示す概略説明図。
【図１６】動力源としての付勢手段（駆動バネ等）の分解斜視図。
【図１７】付勢手段の正面図（バネが開いた状態）。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　（１）環境部材
　図１は本発明の主要部を適用した電気錠の概略説明図（概念図）である。図２は図１に
示した電気錠の一例を示す概略説明図である（なお、図２、図３等は本発明の主要部のみ
を示し、クラッチ機構等は省略している）。
【００１１】
　まず、これらの図に於いて、Ｘは電気的にも機械的にもデッドボルト（以下、「デッド
」ともいう。）が出没可能な電気錠、１は戸枠、２は受け具、３は開閉体としての扉、４
は長尺状の錠箱、６は制御部、７はコネクタを含む配線手段、８は電気錠制御用プリント
基板、９はフロント板４ａに形成した開口、１０は電気的駆動源（例えば駆動モータ）、
１１は動力伝達手段、１２は動力伝達手段側からの動力を伝達又は後述するダルマ側から
の動力を切断するクラッチ機構、そして、Ｙは電気錠Ｘの施・解錠状態に関する状態信号
を検出する検出装置、１３はダルマ、１４はダルマの回動に基づいて前記錠箱４の開口９
から進退動するデッドである。
【００１２】
　次に、図１に於いて、制御部６は出力部１５を有し、該出力部１５には表示部１６が電
気的に接続している。また、制御部６には解錠信号発生手段１７や図示しないモード切換
手段等も電気的に接続している。制御部６は、例えば室内の適宜箇所に配設された住宅用
電気錠操作盤の操作パネルに設けられ、該操作パネルは図示しない連続解錠用ボタン、自
動施錠用ボタン、一回解錠用ボタン等の複数固の操作ボタンを有している。これらの信号
処理の関しては本発明の特定要件ではないので、詳細な説明は割愛する。
【００１３】
　さて、制御部６は錠箱４内のプリント基板８側から施錠状態、解錠状態等の状態信号を
取得し、一方、プリント基板８側に駆動モータ１０用の起動信号や停止信号を送信する。
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したがって、例えば起動信号に基づいて電気的駆動源１０が駆動すると、動力伝達手段１
１を構成する歯車体２０は所要量回転する。なお、歯車体２０は中心軸３１に軸支されて
いる。
【００１４】
　（２）本発明の前提要件
　本発明の建具用錠前Ｘは、扉３に設けられた長尺状の錠箱４と、この錠箱４内に設けら
れ、操作手段（キーやサムターン摘み）の操作力又は／及び駆動源（例えば駆動モータ１
０、駆動バネ７０等）１０の駆動力により施錠方向及び解錠方向へ回動するダルマ１３と
、このダルマの回動に基づいて前記錠箱４から進退動するデッド１４と、錠箱４内に設け
られかつ錠前の施・解錠状態を検出する検出装置Ｙとを含むことが前提要件である。そし
て、本発明の建具用錠前Ｘは、望ましくは、多数の部材や部品が長尺状の錠箱４の内部空
間に組み込まれる電気錠に適用される。
【００１５】
　（３）本発明の特徴事項
　本発明の特徴事項は、扉の前後方向の幅が非常に狭く、内部空間に余裕がない長尺状の
錠箱４に組み込まれた検出装置Ｙで、該検出装置Ｙは、フォトセンサー２１と、テコ式ス
イッチ片２３と、該テコ式スイッチ片用の復帰バネ２４とをそれぞれ備えている。
【００１６】
　前記検出装置Ｙは、施錠状態の図２、解錠状態の図３等で示すように、デッドボルト１
４の付近に支軸３６を介して回転自在に配設されたテコ式スイッチ片２３と、このテコ式
スイッチ片の回転態様により、錠前の施・解錠状態を検出するフォトセンサー２１と、前
記テコ式スイッチ片を初期位置へと戻すための復帰バネ２４とから成り、前記テコ式スイ
ッチ片２３は、その長片部分２３ａの先端部が遮蔽状態に接近乃至離れて該遮蔽状態を解
消するように、一方、その短片部分２３ｂの端部が前記デッドボルト１４の当り部３２と
押圧状態で係脱するように中間部寄りの部位２３ｃが軸支されている。そして、この第１
実施形態の前記支軸３６は、例えば図２で示すように、デッドボルト１４の当り部３２の
若干上方で、かつ錠箱４のフロント板４ａの内面近傍に横設軸架され、しかも、テコ式ス
イッチ片２３の長片部分２３ａの先端部がフォトセンサー２１の上位に位置付けられてい
るので、望ましくは、該スイッチ片の前記長片部分の先端部が前記フォトセンサーから離
れる方向へ付勢する復帰バネ２４を含む（図３参照）。
【００１７】
　（４）検出装置Ｙの具体的構成
　図４は検出装置Ｙの主要部を分解的に示した概略説明図、図５は解錠状態から施錠状態
になった場合の概略説明図である。これらの図を参照にして検出装置Ｙの具体的構成を説
明する。
【００１８】
　まず、状態信号検出手段としてのフォトセンサー２１は、前述したようにデッドボルト
１４の上辺に突設した当り部３２の先端面と押圧状態で係脱するように該デッドボルト１
４の上辺付近に配設されている。本実施形態では、図２及び図３で示すように、センサー
基板３５を介して錠箱４の一側内壁面に固定されている。
【００１９】
　フォトセンサー２１は、周知のように、発光側（ＬＥＤ）の側壁部２１ａと、該発光側
の側壁部に所定間隙ａを有して対向する受光側（フォトトランジスタ）の側壁部２１ｂと
を有している。ここで「状態信号」とは、解錠状態、施錠状態、連続解錠状態等をいう。
具体的には、例えばデッド１４が錠箱４の開口９から完全に突出した状態（その状態を「
原点位置」とする。）、デッド１４が錠箱４内に完全に後退した状態である。したがって
、本実施形態のフォトセンサー２１は、錠前の状態信号を検出するものである。
【００２０】
　次に、スイッチ片２３は、その中間部寄りの部位が支軸３６を介して揺動自在に軸支さ
れている。本実施形態の支軸３６は、前述したように、デッドボルト１４の上辺かつフロ
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ント板４ａの内面近傍に位置している。
【００２１】
　このスイッチ片２３は、「テコの原理」を応用したものであり、例えば図５の支軸３６
を基準にすると、図面上右側の人差し指状に延びた長片部分２３ａの先端部は、フォトセ
ンサー２１の発光側（ＬＥＤ）と受光側（フォトトランジスタ）に対して、互いを遮蔽す
るように接近乃至遮蔽状態を解消するように離れることが可能であり、一方、図面上左側
の親指状の短片部分２３ｂの端部は、デッドボルト１４の上辺の段差状当り部３２と係脱
することが可能である。
【００２２】
　ところで、本実施形態では、テコ式スイッチ片２３の中間部寄りの部位２３ｃには軸孔
３７が形成されている。また、長片部分２３ａの先端部には、そのややは幅広の下端部が
フォトセンサー２１の所定間隙ａに入り込み乃至出たりすることができる細長状の遮蔽突
片３８が一体的に設けられている。そして、該細長状の遮蔽突片３８の上端部には、長片
部分２３ａに直交して水平方向に延在する棒状のバネ端支持部３９が形成されている。し
たがって、本実施例のテコ式スイッチ片２３は、支軸３６を基準にすると、遮蔽突片３８
等を有する長片部分２３ａの方が短片部分２３ｂよりも重い。
【００２３】
　最後に、テコ式スイッチ片２３を所定方向へ付勢する復帰バネ２４は、その中央部分２
４ａがフォトセンサー２１の上方に位置する固定支軸４１に巻装され、一端部２４ｂは錠
箱内の支持ピン４２に支持され、他端部２４ｃは前述の棒状バネ端支持部３９に圧接して
いる。付言すると、本実施形態では、復帰バネ２４は、テコ式スイッチ片２３の長片部分
の先端部の遮蔽突片３８がフォトセンサー２１から離れる方向へと付勢している。
【００２４】
　（５）作用
　ここで図２及び図３を参照にすると、第１実施形態では、検出装置Ｙを電気錠Ｘに適用
しているので、駆動源としての駆動モータ１０が起動すると、動力伝達機構１１を構成す
る歯車体２０が矢印で示す方向へそれぞれ回転することにより、ダルマ１３が矢印で示す
反時計方向又は時計方向へと回転し、デッドボルト１４が進出又は後退する。その時、デ
ッドボルト１４の当り部３２がテコ式スイッチ片２３の短片部分２３ｂの端部に接離する
結果、フォトセンサー２１が「ＯＮ」、「ＯＦＦ」の状態信号を検知することができる。
【００２５】
　すなわち、図２は施錠状態の概略説明図であるが、このように解錠状態から施錠状態に
なった場合を図５で示す。解錠状態（図３を参照）では、当り部３２はテコ式スイッチ片
２３の短片部分２３ｂの端部から離れるので、テコ式スイッチ片２３は復帰バネ２４のバ
ネ力により、フォトセンサー２１の所定間隙ａから離れる。
【００２６】
　これに対して、施錠状態（図２を参照）では、当り部３２の先端面３２ａがテコ式スイ
ッチ片２３の短片部分２３ｂの端部の内面を押圧しながら接触するので、テコ式スイッチ
片２３は支軸３６を支点として、かつ、復帰バネ２４のバネ力に抗して矢印で示す方向へ
と回転し、その長片部分の先端部の遮蔽突片３８がフォトセンサー２１の所定間隙ａに入
り込む。したがって、特に図示しないが、施錠状態（図２を参照）から解錠状態（図３を
参照）にモードが切り換る場合も同様である。
【実施形態】
【００２７】
　この欄では、他の実施形態について説明し、第１実施形態と同一の部分には同一の符号
を付して重複する説明を省略する。図６及び図１３は本発明の第２実施形態から第７実施
形態までの各説明図である。
【００２８】
　まず図６は、電気錠Ｘに於いて、検出装置Ｙ１を備えた第２実施形態であり、図２と同
様に施錠状態の説明図。この第２実施形態の検出装置Ｙ１も、デッドボルト１４の付近に
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支軸３６を介して回転自在に配設されたテコ式スイッチ片２３と、このテコ式スイッチ片
の回転態様により、錠前の施・解錠状態を検出するフォトセンサー２１と、前記テコ式ス
イッチ片を初期位置へと戻すための復帰バネ２４とから成る点は、第１実施形態の検出装
置Ｙと同一である。しかしながら、（ａ）検出装置Ｙ１はデッドボルト１４の下辺に位置
する支軸３６に軸支されている点、（ｂ）検出装置Ｙ１は、デッドボルト１４を基準にし
て反転した格好でデッドボルト１４の下辺側に配設されている点、（ｃ）当り部３２Ａが
デッドボルト１４の側壁や内部に設けられている点が異なる。なお、前述したように、支
軸３６を基準にすると、遮蔽突片３８等を有する長片部分２３ａの方が短片部分２３ｂよ
りも重いので、この第２実施形態の検出装置Ｙ１に於いては、復帰バネ２４は必須要件で
はない（図では復帰バネを省略）。
【００２９】
　次に図７は、電気錠Ｘに於いて、検出装置Ｙ１を備えた第３実施形態であり、図３と同
様に解錠状態の説明図。この第３実施形態の検出装置Ｙ２の構成も、検出装置Ｙ及び検出
装置Ｙ１と同じである。しかしながら、（ａ）検出装置Ｙ２はデッドボルト１４の下辺に
位置する支軸３６に軸支されている点、（ｂ）支軸３６は錠箱４の後壁４ｂ側で、かつフ
ォトセンサー２１と前記後壁４ｂの間に設けられている点、（ｃ）テコ式スイッチ片２３
は、錠前の解錠状態の時に、その長片部分２３ａがフォトセンサー２１の間隙ａに入り込
む点、（ｄ）当り部３２Ａが第２実施形態と同様にデッドボルト１４の側壁や内部に設け
られている点が異なる。なお、この第３実施形態の検出装置Ｙ２の配設態様は、第２実施
形態の検出装置Ｙ１のそれと同様なので、復帰バネ２４は必須要件ではない（図では復帰
バネを省略）。
【００３０】
　次に図８は、機械式錠前Ｘ１に検出装置Ｙ１を適用した第４実施形態であり、図２と同
様に施錠状態の説明図。この第４実施形態の検出装置Ｙの構成は、第１実施形態の検出装
置Ｙと全く同一の配設態様である。したがって、この第４実施形態は、手動操作によって
機械的に開閉可能な機械式錠前Ｘ１に検出装置Ｙを適用している点が第１実施形態とは異
なる。なお、機械式錠前Ｘ１の具体的構成は周知事項なので、詳細な説明は割愛する。
【００３１】
　次に図９は、図８の第４実施形態と同様に機械式錠前Ｘ１に検出装置Ｙ３を適用した第
５実施形態であり、図２と同様に施錠状態の説明図。この第５実施形態が第１実施形態と
主に異なる点は、（ａ）検出装置Ｙ３はダルマ１３とプリント基板８の間に配設されてい
る点、付言すると、支軸３６、フォトセンサー２１及びテコ式スイッチ片２３は、ダルマ
１３の上方に設けられている点、（ｂ）テコ式スイッチ片２３は前記ダルマ１３に連動し
かつ錠箱４の後壁４ｂに沿って上下方向へ直線移動するスライド片４５の上端部に設けた
突起状の当り部３２Ｂに係脱する点である。なお、前記スライド片４５の下端部は、係合
部および被係合部から成る連係手段４６を介してダルマ１３の駆動腕に連結されている。
【００３２】
　次に図１０は、図９の第５実施形態と同様に機械式錠前Ｘ１（これに電気錠の構成部材
を加味することも可能）に検出装置Ｙ４を適用した第６実施形態であり、図２と同様に施
錠状態の説明図。この第６実施形態が第１実施形態と主に異なる点は、（ａ）当り部３２
Ｃを有する部材が、デッドではなく、水平方向或いは斜め方向に案内部材５１を介してス
ライドする摺動部材、例えば単数又は複数のラック板５２である点、（ｂ）摺動部材５２
はダルマ１３からの動力を受ける動力伝達機構１１Ａを構成する歯車体２０の噛合する点
、（ｃ）検出装置Ｙ４はプリント基板８とラック板５２の間に配設されている点である。
【００３３】
　最後に図１１乃至図１７は、デッドボルト１４を施錠方向へ突出させる動力源として「
駆動バネ７０」を用いた錠前Ｘ２に検出装置Ｙ１を適用した第７実施形態である。この第
７実施形態の錠前の基本的構成は、本出願人が先願として貴庁に提出済みである（例えば
特願２００９－２９２７５４）。
【００３４】
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　この錠前Ｘ２は、錠箱４内に、デッドボルト１４の没入状態を保持する摺動部材６１及
び該摺動部材用ストッパレバー６２を含むロック機構６０と、該ロック機構にロックされ
るダルマ１３Ａと、前記錠箱側に一端部が取付けられ、一方、他端部がダルマ側に取付け
られた動力源としての付勢手段７０とを組込み、前記デッドボルトが錠箱内に没入してい
る解錠時（図１１、図１２）、前記ダルマ１３Ａが、図示しない操作部材の操作力により
施錠方向へ回転し始めた初期動作時に、該ダルマ１３Ａと共働する前記摺動部材６１のラ
ック板６１ａの位置変位を介して前記ロック機構６０を構成するストッパレバー６２によ
るロック状態が解かれると、以後、前記ダルマ１３Ａは、前記付勢手段７０の付勢力によ
り自動的に施錠方向へと回動する。
【００３５】
　そして、前記摺動部材６１は、少なくともダルマ１３Ａと噛合するラック板６１ａと、
このラック板と互いに共働するように係合するスライダ板６１ｂとから成り、ダルマの初
期動作時、前記ラック板６１ａが前記スライダ板６１ｂによも先行移動して前記ストッパ
レバー６２によるロック状態が解かれる。
【００３６】
　また、前記ダルマ１３Ａは、半径外方向に延伸する係合アーム１３ａを有し、前述した
摺動部材６１が解錠位置から施錠位置まで移動する際、前記係合アーム１３ａの先端部で
もって摺動部材の受け部分を追随的に後押する。
【００３７】
　また、図１６及び図１７で示すように、駆動源としての付勢手段７０は、捩じりコイル
バネ７１と、該捩じりコイルバネの螺旋状中央部７１ｂを横柱で支持する可動のバネガイ
ド７２とから成る。さらに、前記摺動部材６１は、図１４で示すように、ストッパレバー
６２の先端部がスライダ板６１ａの受け係合部６１ｃから離れると、錠箱４の前壁の内面
と錠箱の後壁の内面の間を、図示しない傾斜案内部を介して傾方向に移動することができ
る。
【００３８】
　さらに、ダルマ１３Ａには作動アーム６４の上端部が枢支され、一方、該作動アーム６
４の下端部には、錠箱側に設けられた案内切欠部６５に直接又は間接的な案内される横杆
状のデッド用ストッパ６６を取付け、該デッド用ストッパ６６は、前記デッドボルト１４
が付勢手段７０の付勢力によって完全に突出した施錠時には、前記案内切欠部６５に案内
されてデッドボルト１４の後端面をロックする。なお、この錠前Ｘ２の具体的構成は、発
明の特定要件ではないので、細部的事項の説明は割愛する。
【００３９】
　上記構成に於いて、この錠前Ｘ２の摺動部材６１は、少なくともダルマ１３Ａと噛合す
るラック板６１ａと、このラック板と互いに共働するように接合状態で係合するスライダ
板６１ｂとから成るが、ダルマ１３Ａが回転し始める初期の動作時、前記ラック板６１ａ
はダルマ１３Ａと噛合しているので、前記スライダ板６１ｂによも先行移動して、その押
圧部でもってストッパレバー６２を若干回転させ、そのロック状態を解く（図１５参照）
。このロック状態を解くまでスライダ板６１ｂはストッパレバー６２により係止されてい
るので、そのまま解錠位置に取り残されている。そこで、回転中のダルマ１３Ａ（駆動カ
ム）の係合アーム１３ａの折曲先端部の内側がスライダ板６１ｂの後端部側の受け部分に
当接するように衝突する。そして、このまま摺動部材６１を後押しながら（動力源として
の付勢手段の付勢力を追随的にサポートしながら）施錠方向へダルマ１３Ａと共働しなが
ら位置変位していく。
【００４０】
　この第７実施形態の特徴事項は、（ａ）デッドボルト１４を施錠方向へ突出させる動力
源として「駆動バネ７０」を用いた点、（ｂ）検出装置の一例として第２実施形態と同一
の検出装置Ｙ１を用いた点である。このように、本発明の主要部を構成する検出装置は、
電気錠又は／及び機械式錠前のいずれにも適用することができる。
【産業上の利用可能性】
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【００４１】
　錠前や建具の分野で利用される。
【符号の説明】
【００４２】
　Ｘ、Ｘ１、Ｘ２…建具用錠前、Ｙ、Ｙ１、Ｙ２、Ｙ３、Ｙ４…検出装置、１…戸枠、２
…受け具、３…扉、４…錠箱、６…制御部、８…電気錠制御用プリント基板、９…開口、
１０…駆動源としての駆動モータ、１１…動力伝達手段、１３、１３Ａ…ダルマ、１３ａ
…係合アーム、１４…デッドボルト（デッド）、２０…歯車体、２１…フォトセンサー、
２１ａ…発光側の側壁部、２１ｂ…受光側の側壁部、ａ…所定間隙、２３…スイッチ片（
揺動片）、２３ａ…長片部分、２３ｂ…短片部分、２３ｃ…中間部寄りの部位、２４…テ
コ式スイッチ片用復帰バネ、３１…歯車体の中心軸、３２、３２Ａ、３２Ｂ…当り部、３
５…センサー基板、３６…支軸、３７…軸孔、３８…遮蔽突片、３９…バネ端支持部、４
１…固定支軸、５１…案内部材、５２…摺動部材（ラック板）、６０…ロック機構、６１
…摺動部材、６１ａ…ラック板、６１ｂ…スライダ板、６２…摺動部材用ストッパレバー
、６６…デッド用ストッパ、７０…駆動源としての駆動バネ（付勢手段）、７１…捩じり
コイルバネ、７２…バネガイド。

【図１】 【図２】
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